
主な農業制度資金の資金使途別一覧表

資 金 名 取扱金融機関 貸付対象者
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（和令２年２月20日現在）
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農業近代化資金 農協・銀行等
民間金融機関

認定農業者 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － ○ － － ○ 0.1％ ７～15年
(２～７年)以内

個人　3,600万円
法人　２億円 100％ 個人　3,600万円（1,800万円）

法人　7,200万円（3,600万円）

法人化していない
集落営農組織 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － ○ － － ○ 0.1％ ７～15年

(２～7年)以内 ２億円
100％
ただし、3,600万円
を超える部分は80％

6,000万円（3,000万円）

その他担い手農業者 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － ○ － － － 0.1％ ７～18年
(２～７年)以内

個人　1,800万円
法人・団体　２億円 80％ 個人　3,000万円（1,500万円）

法人・団体　6,000万円（3,000万円）
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農業経営基盤強化資金
(スーパーＬ資金)

日本政策金融公庫

認定農業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － ○ ○ 0.1％ 25年(10年)以内 個人　３億円 （特認６億円）
法人　10億円（特認30億円） 100％

（注５）
認定農業者
　個人　3,600万円（1,800万円）
　法人　7,200万円（3,600万円）
その他担い手農業者
　個人　3,000万円（1,500万円）
　法人・団体　6,000万円（3,000万円）

農業改良資金 エコファーマー等 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － ○ － － － 無利子 12年(３年)以内 個人　5,000万円
法人・団体　1億5,000万円 100％

経営体育成強化資金
(前向き投資資金) その他担い手農業者 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － ○ － ○ － 0.1％ 25年(３年)以内 個人　１億5,000万円

法人・団体　５億円 80％ －

青年等就農資金 認定新規就農者 － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － ○ － － － 無利子 17年(５年)以内 個人・法人　3,700万円（特認１億円）
（旧就農支援資金の貸付残高と通算） 100％

（注５）
個人・法人　3,700万円
（旧就農支援資金の保証残高と通算）
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農業経営負担軽減支援資金 農協・銀行等
民間金融機関 農業者 － － － － － － － － － － － － － ○ － 0.1％ 10年(３年)以内

特認は15年(３年)以内 営農負債の残高 100％
認定農業者
　個人　1,800万円　法人　3,600万円
その他担い手農業者
　個人　1,500万円　法人　3,000万円

日
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経営体育成強化資金
(償還負担軽減資金) 日本政策金融公庫 農業者 － － － － － － － － － － － － － ○ － 0.1％ 25年(３年)以内

再建整備資金
　個人　1,000万円　法人　4,000万円
償還円滑化資金

経営改善期間中における負債の各年支
払金の合計額

100％ －

そ
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他
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中山間地域活性化資金
日本政策金融公庫
農協・銀行等
民間金融機関

農林水産物を使用し
て製造・加工を行う
事業者等
(中山間地域等要件あり)

－ － ○ － － － － － ○ ○ － － － － － 0.1～0.93％ 10～15年(３年)以内
生産環境施設は25年(8年)以内 事業費の80％

個人　3,000万円（1,500万円）
法人　6,000万円（3,000万円）
（民間金融機関による融資の場合に限る）

農業経営改善促進資金
(スーパーＳ資金)

農協・銀行等
民間金融機関 認定農業者 － － － － － － － － － － － － ○ － － 1.5％ １年以内(当座貸越は１年程度)

極度額方式
　個人　500万円
　法人　2,000万円
　(畜産・施設園芸を含む経営は４倍)

100％ 個人　3,600万円（1,800万円）
法人　7,200万円（3,600万円）

天災資金 農協・銀行等
民間金融機関

政令で指定された
災害の被害農業者 － － － － － － － － － － － － － － ○ 法律の適用の

都度決定
3～６年以内
（激甚災害法が適用された場合４～７年）

個人　200～500万円
法人　2,000～2,500万円
（激甚災害法の適用を受ける被害農業者の
加算　個人：100万円、法人：500万円）

45～80％ －

農林漁業セーフティネット資金

日本政策金融公庫

農業者 － － － － － － － － － － － ○ － － ○ 0.1％ 10年(３年)以内 600万円 100％ －

畜産経営環境調和推進資金 畜産業者等 － ○ － － － － － － － － ○ － － － － 0.1％ 20年(３年)以内 個人　3,500万円（特認１億2,000万円）
法人　7,000万円（特認４億円） 80％（特認90％）

（注５）
認定農業者
　個人　3,600万円（1,800万円）
　法人　7,200万円（3,600万円）
その他担い手農業者
　個人　3,000万円（1,500万円）
　法人　6,000万円（3,000万円）

農業基盤整備資金 農業者等 － － － － － ○ ○ － － － － － － － ○ 0.1～0.25％ 25年(10年)以内 借入者の負担額 100％

振興山村・過疎地域経営改善資金 農業者等
(地域要件等あり) － ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － 0.1～1.25％ 25年(８年)以内

補助事業
　負担する額の80％以内
非補助事業

負担する額の80％以内または次のいずれか低い額
　個人　1,300万円　法人　5,200万円
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業
施
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共同利用施設 各種団体 － ○ ○ － － － ○ － － － ○ － － － ○ 0.1～0.90％ 20年(３年)以内 事業費の80％

アグリビジネス強化
(スーパーＷ資金) アグリビジネス法人 － － ○ － － － ○ － － － ○ － － － － 0.1％ 10～25年(３～５年）以内 借入者負担額の80％（特認は90％）

1 2

○：対象となる（対象となる可能性がある場合を含む）
－：対象とならない

※貸付利率は、貸付時の金融情勢により変動し、また貸付対象者、資金使途、貸付条件等も特例や例外がありますので、
　詳しくは関係機関にお問い合わせください。 （令和２年 3 月現在）

（注１）各資金ごとに要件が異なることがありますので、関係機関へご確認ください。
（注２）貸付利率に幅があるものは、償還期限等によって利率が異なります。
（注３）償還期限、据置期間に幅のあるものは、資金使途等によって年数が異なります。

（注４）（　）の限度を超える場合は原則として融資対象物件を担保提供していただきます。また、家族農業従事者・法人の役員等の同一経営内の方は、金額にかかわらず保証人として求められます。
（注５）民間金融機関による転貸の場合のみ債務保証を受けることができます。また、日本政策金融公庫資金については、債務保証の対象となっている資金の通算残高となります（青年等就農資金を除きます）。


